
谷合(１区・２区・３区・４区・５区・
あ６区・７区・１３区)・田栗地区

山県市

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 4JHs 690令和 5年 3月 山県市作成

土砂災害警戒区域とは？

※この区域は、一定の条件のもとに算出したものですので、状況によっては、図示された以外の渓流

や山腹斜面で土石流やがけ崩れが発生する場合もあります。

土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民等
の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれ
があると認められる区域です。

土砂災害特別警戒区域

土砂災害により住民等の生命又は身体に危害
が生ずるおそれがあると認められる区域です。

土砂災害警戒区域

土石流 がけ崩れ
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施設等凡例
▼避難施設・避難路
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特に注意が必要な区間
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